　仕様書


１　件名
　　蒲田駅周辺地区まちづくりＰＲ動画制作等業務委託

２　背景・目的
大田区では、新空港線第一期整備事業が令和７年10月に国土交通大臣から認定を受けて事業化の段階となり、新空港線の動きに合わせた蒲田駅周辺におけるまちづくりを進めていく必要がある。また、令和８年１月に改定した蒲田駅周辺再編プロジェクトでは新空港線開業時の蒲田駅周辺のまちの将来像等を示したところである。
新空港線第一期整備事業及び蒲田駅周辺のまちづくりは、区民の関心度が高い一方、事業完了まで長期間を必要としており、多世代の方々に対し、事業について分かりやすい形でＰＲを行い、事業に対する理解促進や、機運醸成を図ることが重要となる。
これらを踏まえ、当業務では、新空港線第一期整備事業及び蒲田駅周辺のまちづくりに対する区民の理解度及び期待感の向上のほか、地域に対するシビックプライドの醸成を高めること等を目的として、現在から約15年後のまちの変化を映像化したプロモーション動画の制作及び当該動画公表に係る効果測定等を委託するものである。

３　履行場所
　　大田区指定場所（鉄道・都市づくり課）

４　履行期間
契約締結日から令和９年３月19日（金）まで
　　
５　委託業務
（1） 動画の構成
 動画２本、本編（1分30秒程度）、短編（30秒程度）とする。
なお、短編については、ＳＮＳでの発信を主用途として、本編の要約版を制作するイメージとする。また、動画の表現手法は、区と協議を行うこと。

（2） 取材・制作・編集
ア　動画制作計画を作成し、進行管理を行うこと。
イ　シナリオの制作を行い、区と協議を行うこと。必要に応じて取材を行い、取材先との調整を行うこと。
ウ　動画制作にあたっては、絵コンテ、原画、背景等の制作を行うこと。また、いずれの制作過程において、内容については、区と協議すること。
エ　登場人物の台詞について、ナレーションを録音の上、動画に埋め込むこと。台詞及び、ナレーションの方法は、区と協議を行うこと。
オ　テロップやキャプションを制作し、動画に埋め込むこと。本内容について、区と協議すること。
カ　動画のテーマやストーリーに調和する背景音楽、効果音等の音響効果を制作し、動画に埋め込むこと。使用する音源については、区と協議するともに、著作権及びライセンス条件を厳守すること。

（3） 広報及び効果測定等に関する支援
ア　本委託業務の実施効果を把握するため、効果的な効果測定の指標（動画閲覧数、ＳＮＳシェア数等）の設定方法について、検討を行うこと。
イ　ＰＲ動画の視聴機会の拡大を図るための広報方策について、検討を行うこと。

６　成果物
　　受託者は、本契約に基づき制作した納品物・成果物等について、下記のとおり提出すること。特段定めのない納品物の納期等については、別途協議のうえで定めるものとする。なお、提出方法は紙（正副２部)及びDVD等の媒体（※容量に応じた電子記録媒体で提出すること。）に格納した電子データ（作業可能なデータ形式及びPDF形式））とする。また、電子データについては、ウィルスチェックを施し、安全性を確保したうえで提出すること。
（1） 成果物の提出
ア　実施計画書（スケジュール）
契約締結後速やかに提出すること。
イ　ＰＲ動画
制作した動画は、ＹｏｕＴｕｂｅ等にアップロード可能な形式に変換し、令和８年８月末日を目途に提出すること。なお、区の指示に基づく修正等に対応し、別途、最終的な成果物を納品すること。
ウ　画像データ
　　　各シーンの主要なビジュアル要素は、動画制作段階で作成した絵コンテ、原画の画像データをJPEG形式またはPNG形式で納品すること。

７　支払方法
　　検査終了後、請求に基づき一括して支払う。

８　事業実施に係る留意点
（1） 受託者は、区と連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。
（２）当該業務の実施により知り得た個人情報について、漏えい等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、当該業務の目的以外の目的に利用し、または第三者に提供してはならない。 
（３）本事業によって作成される成果品の著作権等の取扱いは、次のとおりとすること。 
ア　成果品の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）及び所有権は、区に帰属する。ただし、成果品の内、本契約締結前から受託者または第三者に著作権が帰属する成果物については、その限りではない。 
イ　受託者は本成果品について、区及び区が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。 
（4） 受託者は、業務実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず区に報告し、指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 
（5） この仕様書に定めのない事項であっても、区が必要と認める軽微な事項については、受託者は、契約金額の範囲内で実施するものとする。

９　その他
（1） 受託者は、区の求めに応じて会議・打合せ等に参加すること。
（2） 受託者は業務の実施に当たり、労働基準法や最低賃金法をはじめとする関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。
（3） 雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする保険に加入すること。
（4） 本仕様書に関して記載のない事項及び疑義が生じた場合は、区と受託者との協議の上、決定する。



